
飲んでる
かい～

一度も
OKしてくれないけど
いつだったら空いてるの？
良いでしょ！

は、はい…

〈何気なく肩をポンポン〉

〈しつこい食事への誘い〉

昨日の合コン
うまくいったな～

あそこの子
かわいいよな～

〈社内で就業中〉

困ったな…

育児休職とるなら
この職場では
働けないから
異動してもらうよ！

えっ!!　男なのに
育児で休むなんて
ありえない

パタ
ハラ

どうせデイサービスの
人が連れて行って
くれるんだから
休まなくていいでしょ

昔は短時間勤務を
取らなくても
育児が出来たんだから
あなたも
出来るでしょ

男のくせに
仕事より親の
介護が
優先なの？

ケア
ハラ

育児休暇
取るくらいなら
辞めたらどう？

もう、
近寄りすぎ…

ねぇ、ねぇ
〈事務所で〉

セク
ハラ

 

ま
ず
は「
N
O
!
」と
言
い
ま
し
ょ
う

職場での労働者の意に反する性的な言動をして、労働者の対
応により労働条件について不利益を受けたり、性的な言動に
より就業環境を害されること
職場において間接的に不快な環境を意図的、または繰り返し生じさせた場合、
男性から女性だけではなく女性から男性、同性同士でもセクハラとなります。

「職場」の
範囲は？

○通常仕事をしている所
○業務で移動中の車内
○お客さまのご自宅

○打ち合わせのための飲食店
○業務として参加している
　接待の場　　　　　　など

※職場の人間関係がそのまま継続される場所は勤務時間外の「宴会」などで
　あっても、実質職務の延長と考えられるものは「職場」とみなされます。

マタニティハラスメント(マタハラ )
妊娠・出産および育児に関する制度等の利用により、就業環境が
害されること

パタニティハラスメント(パタハラ )
男性が育児に関する制度等の利用により、就業環境を害される
こと

ケアハラスメント(ケアハラ )
介護に関する制度等の利用により就業環境を害されること

「職場における妊娠・出産・育児休業等および介護に
関するハラスメント」とは

「職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ )」とは

ケア
ハラスメント

また大きい声で…
不快！

マタ
ハラ

マタニティ
ハラスメント

パタニティ
ハラスメント

No!ハラスメントNo!ハラスメント

しない させない

みすごさない

働きやすい職場環境づくりのために働きやすい職場環境づくりのために
三越伊勢丹グループハラスメント防止に向けた取り組み

グループ全社で「ハラスメントゼロ」に向けた
取り組みを強化しています。

従業員のみなさんがより安心して、健康で働けるよう、
ハラスメントについて理解を深めましょう

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス
三越伊勢丹グループ労働組合

まずは相談

相談対応・解決のフロー

カウンセリング
ルーム

相
談
・
通
報
窓
口

通
報
窓
口

火・木 13:00～ 17:00
【専用電話】▶内　線：801-22-901
▶直　通：050-3154-4057
▶メール
　hotline@imhds.co.jp ▶▶▶

各社・各店窓口【 】
 ▶内　線：　 　　▶直　通：
 ▶メール：

三越伊勢丹グループ労働組合
【専用電話】　受付：月・火・水・金・土　10:00 ～ 18:00
 ▶内　線：   ▶直　通：
【本　　部】　受付：月・火・水・金・土　10:00 ～ 18:00
 ▶内　線：801-23-911～3  ▶直　通：03-5273-5165
 ▶メール：soudan@imgu.or.jp
【　　　　　　支部窓口】
 ▶内　線：   ▶直　通：
 ▶メール：

相談窓口で
受付

（内容確認）

本人の要望に
あわせて
事実確認

具体的対応

人間関係に悩んだら
相談を！

三越伊勢丹グループホットライン
受付：（土・日・祝日・年末年始除く） 10:00～ 18:00
▶直通：03-5793-3221 
▶メール：imhds@integrex.jp

ハラスメント相談や通報等を行ったことで不利益な取り扱いはしません。



パワ
ハラ

「職場におけるパワーハラスメント（パワハラ）」とは

職場のパワハラ行為は以下の6類型に当たります

「パワハラ」と「教育・指導」は違います

身体的な
攻撃

暴行、傷害

・憎しみ、好き嫌い、うさ晴らしからおこなっている　
・相手を職場から排除しようとする意図がある
・罵倒する、暴力をふるう(殴る、机をけるなど)
・ミスの注意だけでは済まず、当人の人格まで否定する
・(上司は )自分の指導不足を棚に上げ、改善の方策もしめさない

・相手の人格を尊重する気持ちがある
・相手の努力、成長を促す
・ミスをした行為や内容に対して指導する
・(上司も)指導力向上の努力をしている
・言葉で説明・説得する

〇パワハラについての十分な理解
〇パワハラにならないためのコミュニケーション
　・円滑な職場コミュニケーションの
　　醸成・業務上の指示や指導・教育の
　　適切な方法の理解
　・自分の感情に気付く
　　(怒り、怖れ、悲しみ、焦り、妬み）
　・攻撃でなく「自分の要望を伝える」
　・相手を見て接し方を工夫する
　・不要な誤解を招かない
　・上司や部下には同じように「〇〇さん」と
　　さん付けで呼ぶ
〇お互いの尊重・理解
〇自らの行為がパワハラとなっていないか注意
〇隠れたパワハラがないか、周囲のメンバーの
　変化に注意

【管理職】
〇パワハラを起こさせない職場環境づくりの推進
〇部下への積極的な権限委譲
　（途中で口出ししない・思い込みをすてる）

パワハラを
防ぐには

「職場」の範囲は？

ハラスメントを防止すべき労働者に含まれる範囲は？

職場において行われる①優越的な関係を背景とし
た言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を
超えたものにより、③労働者の就業環境が害され
るものであり、①から③までの3つの要素を全て
満たすものをいいます　　　　　（厚労省マニュアル）

精神的な
攻撃

脅迫、名誉棄損、侮辱
ひどい暴言、叱責、罵倒、
人格否定、威圧的言動

人間関係からの
切り離し

隔離、仲間外し、無視

過大な
要求

業務上明らかに
不要なことや
遂行不可能なことの
強制、仕事の妨害、
理不尽な命令、
業務時間外の指示

過小な
要求

業務上の合理性なく、
能力や経験と
かけ離れた
程度の低い仕事を
命じることや
仕事を与えないこと

個の侵害

私的なことに
過度に立ち入ること

パ
ワ
ハ
ラ

教
育
・
指
導

○通常仕事をしている所 ○業務で移動中の車内　○お客さまのご自宅
○打ち合わせのための飲食店 ○業務として参加している接待の場　　など
※職場の人間関係がそのまま継続される場所は勤務時間外の「宴会」などであっても、
　実質職務の延長と考えられるものは「職場」とみなされます。

お怒らない
ひ否定しない

た助ける
し指導する

ホウ 報告

レン 連絡

ソウ 相談

部下上司

ホウレンソウの
おひたしの
実践

【パワハラ防止のためのチェックリスト】

□　職場の中で部下や同僚に対して「お前」と呼びつけて
いる

□　業務知識が豊富なスタイリストが、パートナースタッフ、
新入社員やアルバイトに高圧的な態度で接する

□　自分の感情の起伏を強く表に出し、感情的な態度で接
し、周りが委縮してしまう

□　自分の基準に見合わない部下・同僚のことを悪く言い
ふらす

□　自分の非を認めずに、上司や同僚の批判ばかりしている

□　特定の同僚に挨拶をしない、会議招集しないなど仲間
外れにする

□　個人的な趣味・嗜好について必要以上に聞く

□　常に自分のやり方を押し付け、部下の報告や相談に耳
をかさず、自分の非を認めない

□　仕事が終わって帰ろうとする部下に、自分より先に帰
ることに文句を言う

□　やる気を引き出そうとの意図だが、深夜などの業務時間
外にメールやラインで業務に直結する情報や指示を繰
り返し送る

□　明らかに期日に間に合わないと分かっていて、資料の
作成を命じる

自社雇用の従業員だけでなく、取組先従業員・派遣労働者・就活中やインターシップ
の学生も含まれます。私たちは様々な立場の働く仲間に対して、ハラスメント防止を
推進する必要があります。


